
 

 

 

 

 

 

 

生駒市教育委員会は、令和 8年１月 23日に「文政 13年おかげ参り

柄杓
ひしゃく

」「旗本
はたもと

堀
ほっ

田家
た け

銀
ぎん

札
さつ

版木
は ん ぎ

」を生駒市指定文化財に指定しました。こ

れにより、市指定文化財は、高山八幡宮の宮座
み や ざ

行事
ぎょうじ

、傘形
かさがた

連判状
れんぱんじょう

、公

慶上人関係史料、伊
いの

行
ゆき

氏
うじ

関連石造
せきぞう

遺物群
い ぶ つ ぐ ん

と併せて 6件になりました。 

 

■ 文政 13年おかげ参り柄杓（1点） 

江戸時代（文政 13年（1830））、俵口村の文
ぶん

七
しち

さんが伊勢参宮時に持

参した柄杓で、外面にその記録が墨書きで残っています。 

参宮道中で柄杓を持った人は、宿や食事など無償で「施行
せぎょう

」と言わ

れる接待を受けることができました。持参した柄杓は、参宮者が外宮

にたどり着くと、北御門
き た み か ど

橋
ばし

の脇に置いて帰るのが習わしになっていた

ようで、現存例が少なく貴重な歴史資料です。 

 

■ 旗本堀田家銀札版木（6組） 

江戸時代、旗本堀田家の支配地域(現高山町の一部と鹿畑町)のみで

流通した紙幣の木製原版（版木）です。幕府の許可を得て幕末（慶応元

年（1865））に発行しました。発行元となったのは、当時高山村の庄屋

兼高山・鹿畑両村の取締役を務めた中谷
なかたに

吉
きち

兵衛
べ え

さんという豪農でした。 

紙幣の額面は銀壱
ぎんいち

匁
もんめ

(2 組)、銀五匁、銀
ぎ ん

貮
に

分
ふ ん

、銀三分、銀五分の 5

種類があり、合計 6 組の版木が残っています。これらは、大坂の御用

銀札彫刻師であった藤樹
とうじゅ

西海堂
さいかいどう

に制作してもらいました。1組の版木は

表面用・裏面用の 2つに分かれており、いずれも文字や図像が精緻に刻まれています。 

全国各地で同様の地域限定の紙幣が発行されましたが、大半が明治時代に処分されているため、複

数の原版が伝承されていることは大変貴重です。 

 

■ 生駒市指定文化財パンフレット第 4集の発刊 

  文化財の指定に合わせて、指定にあたり行われた調査の概要など詳しい情報が満載のパンフレッ

トを発刊しました。生涯学習課と生駒ふるさとミュージアムで頒布（無料）しています。 

 

■ 新指定文化財特別公開（現物公開） 

◇と き  令和 8年 5月 31日㈰まで、9：00～17：00（最終入館は 30分前。月曜日は休館） 

◇ところ  生駒ふるさとミュージアム（生駒市山崎町 11番 7号）  

◇観覧料  無料 

 

 

この件に関する報道関係からのお問い合せ 

生駒市生涯学習課（課長 甫田）0743-74-1111（内線 3720） 

奈良県生駒市 令和 8年 2月 24日 

「生駒市指定文化財」を新たに２件指定 
～有形文化財（歴史資料）の部で同時指定～ 

【記者会見資料】 

▲文政 13年おかげ参り柄杓 

▲旗本堀田家銀札版木 


